
 

自主点検表記入要領
１　自主点検表の対象

２　記入方法

　決算事項等については、前期の決算内容を記入してください。
　記入欄が不足する場合や、本様式での記入が困難な場合は、適宜、様式等を追加してください。

３　根拠法令・参考資料の名称
　　この点検表に記載されている根拠法令・参考資料の略称の詳細は、次のとおりです。
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施設所在地

記  入  者　職・氏名

連　絡　先 電話：

日

令和８年度　社会福祉施設一般監査提出資料

自主点検表（施設財務・社会福祉法人会計基準）

法　人　名

施　設　名

e-mail:

　この点検表は、社会福祉法人が運営する①保育所、②特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム、③障害者支援施設、④
養護老人ホーム・母子生活支援施設、⑤幼保連携型認定こども園の財務管理を対象としています。

（１） 　当ファイルの中には市内の全サービス事業所に対応した自主点検表が保存されています。記入が必要なシートは
「財務（共通）」「契約一覧（共通）」「チェックリスト（共通）」と、対象のサービス種別が記載されているもの
です。グループごとに色分けしています。なお、幼保連携型認定こども園については「全施設共通」のみの提出とな
ります。）
　また、該当しないシートについては記入や提出の必要はありません。

（２） 　「点検結果」欄の該当する回答をプルダウン方式により選択するか、手書き等により○で囲んでください。また、
「記入欄及び点検のポイント」欄において必要な事項を記入し、点検内容を確認してください。

記入年月日 年

（３）
（４）

文　中　の　略　称 名　　　　称 最終改正
該当の有無

法 社会福祉法 R7.10.1

施行規則 社会福祉法施行規則 R7.10.1

審査基準
社会福祉法人の認可について（通知）［平成１２年１２月１日１部長３局長連名通
知］

R2.12.25

会計省令 社会福祉法人会計基準省令［平成２８年３月３１日厚生労働省令第７９号］ R4.4.1

運用上の取扱い
社会福祉法人会計基準運用の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについ
て［平成２８年３月３１日３局長連名通知］

R3.11.12

留意事項
社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について
[平成２８年３月３１日４課長連名通知]

R3.11.12

入札通知
社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて［平成２９年３月２９日４課長
連名通知］

R8.3.17

府子本第２５４号通
知（保育所弾力運
用）

子ども・子育て支援法附則第６条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等
について[平成２７年９月３日（府子本第２５４号）]

R8.3.31

府子本第２５５号通
知（保育所弾力運用
の取扱い）

「子ども・子育て支援法附則第６条の規定による私立保育所に対する委託費の経理
等について」の取扱いについて[平成２７年９月３日（府子本第２５５号）]

府子本第２５６号通
知（保育所弾力運用
の運用等）

「子ども・子育て支援法附則第６条の規定による私立保育所に対する委託費の経理
等について」の運用等について[平成２７年９月３日（府子本第２５６号）]（平成
２９年４月６日付一部改正あり）

H29.4.6

児保第13号通知
「保育所における社会福祉法人会計基準の適用について」（平成12年３月30日児保
第13号通知）

H22.10.14

運営費運用指導局長
通知

社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について（平
成１６年３月１２日付社援発第0312001号他厚労省３局長通知）

H29.3.29

運営費運用指導課長
通知

社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について（平
成１６年３月１２日付社援基発第0312002号他厚労省４課長通知）

H29.3.29

繰越金等取扱い通知
特別養護老人ホームにおける繰越金等の取扱い等について（平成１２年３月１０日
付老発第１８８号厚労省老人保健福祉局長）

H26.6.30

移行時積立金等取扱
い通知

障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて（平成１８年
１０月１８日付障発第1018003号厚労省社会・援護局障害保健福祉部長）

H19.3.30



Ⅰ　全施設共通

１ 会計管理

(1) 　会計の原則

○会計省令第2条

イ 

⇒

(2) 　規則・体制

ア ○ 会計責任者等の氏名を記載してください。

会計責任者：

出納職員：

予算管理責任者：

契約担当者：

現金保管責任者：

※

イ ○

○

○

ウ ○

※

エ ○

○ 【会計伝票】

【仕訳日記帳】

【総勘定元帳】

根拠法令等
【確認資料】

　計算書類は、正しく記帳された会計帳簿に
基づき作成されなければなりません。

○明瞭性の原則： 　計算書類による会計情報の適正開示と明瞭
表示を要請しています。

○継続性の原則：

自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント

ア 　会計基準に規定されて
いる会計原則に従い会計
処理していますか。

○真実性の原則： 　計算書類は、資金収支及び純資産の増減の
状況並びに資産、負債及び純資産の状態に関
する真実な内容を表示しなければなりませ
ん。

はい　・　いいえ 　社会福祉法人会計基準には、以下の会計原則が規定されてい
ます。

　採用する会計処理の原則及び手続並びに計
算書類の表示方法については、毎会計年度継
続して適用し、みだりにこれを変更してはな
りません。

○正規の簿記の
　原則：

○留意事項別紙
1(1),(2)

はい　・　いいえ

　重要性の原則等を適用
した会計処理はあります
か。

○重要性の原則： 　ある項目について、その科目又は金額の重
要性が乏しい場合に、本来の厳密な会計処理
によらず他の簡便な方法によることを容認す
るものです。

○会計省令第2条
○運用上の取扱い
1

【注記：重要な会
計方針の変更】　重要性の原則を適用した会計処理や、会計基準に具体

的な定めがない事項について、一般に公正妥当と認めら
れる社会福祉法人会計の慣行を参酌して会計処理をして
いるものがあれば記入してください。

ない　・　ある

　内部牽制に配慮した体制とするために、会計責任者と出
納職員は別の者を任命し、会計責任者は出納職員を監督す
ることが望ましいです。（別の者を置くことが難しい小規
模法人にあっては、経理規程に定めた上で担当者以外の者
が重ねて確認する等の方法を採ること。）

　銀行印は、理事長又は保管責任者（施設長など）が管理
し、鍵のかかる安全な場所に保管してください。

　会計責任者、出納職
員、予算管理責任者等に
ついて、経理規程の定め
のとおり配置されていま
すか。

○留意事項別紙
1(1),(2)

　通帳等は、会計責任者（あるいは出納職員）が管理し、
銀行印とは別の鍵のかかる安全な場所に保管することが望
ましいです。

　会計処理に当たって
は、伝票等を作成し、会
計責任者の承認を得てい
ますか。

　会計処理に際しては、勘定科目、取引年月日、数量、金
額、相手方、取引の内容など必要事項を記載した会計伝票
等により、会計責任者の決裁又は承認のサインを受けてく
ださい。

○留意事項別紙
1(2)
【会計伝票】

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

　銀行印と通帳の管理は、異なる職員によることが望まし
いです。

　印鑑・通帳・有価証
券・小切手等は、適切に
管理、保管されています
か。

　会計伝票に代えて仕訳日記帳などを使用する場合は、経
理規程にその旨規定し、会計伝票に準じた処理をします。

　仕訳日記帳及び総勘定
元帳は、伝票等証憑（請
求書・領収書等）類をも
とに作成し、適正に保管
していますか。

　会計帳簿は、正規の簿記の原則（網羅性、検証性、秩序
性）に従って作成しなければなりません。

　会計帳簿は、原則として、各拠点区分ごとに仕訳日記帳
及び総勘定元帳を作成し、備え置いてください。

はい　・　いいえ ○留意事項別紙
2(3)

[施設財務]　　（1／10）



根拠法令等
【確認資料】

自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント

オ ○

⇒ 支払方法別に承認の方法を記入してください。

現金

口座振込 【領収書(控)】

口座引落

ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ

その他（　　   ）

カ

キ ○

円

ク ○ 　収入した現金を直接支出に充てることはできません。 【現金出納簿】
○

⇒ 経理規程に定める期間 日以内

ケ ○ 　残高の照合は、毎日行うことが望ましいです。 【現金出納簿】

【金種表】

コ 【預金通帳】

サ ○

【月次試算表】

　

シ 【総勘定元帳】

ス ⇒ 【契約書】

【請書】

セ ○ 【理事会議事録】

【稟議書】
○

ソ ○

○

⇒ 理事長の専決事項となる契約の金額を記載してください。

工事又は製造の請負 万円以下

食料品、物品の買入れ 万円以下 

上記以外のもの 万円以下 

○留意事項別紙
1(1)

【小口現金出納
簿】

　金銭の支払いを行う際
には、会計責任者の承認
を得ていますか。

　金銭の支払いを行う場合には、書面等により会計責任者
の承認を受けてください。

○留意事項別紙
1(2)
【支払伺い書】

はい　・　いいえ

　金銭収納が発生したと
きには、領収書を発行し
ていますか。

　小額の支払のために保
管している現金（小口現
金）については、経理規
程で定める限度額内の保
管となっていますか。

はい　・　いいえ

はい  ・　いいえ
・該当なし

　職員給食費等の職員徴
収金や利用者からの徴収
金その他の現金収入は適
切に処理されています
か。

　収入した現金は、経理規程に定める期間内に金融機関に
預け入れる必要があります。

　拠点区分等における経理規程で定める保管限度額を記入
してください。

区分ごとに

はい  ・　いいえ
・該当なし

　月次試算表を毎月作成
し、予算執行等の管理を
していますか。

　予算の執行については、経理規程において責任者を定
め、適切な管理運営を行う必要があります。

　勘定科目は、経理規程
で定めたとおりとなって
いますか。

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

　事務所等に保管してい
る金銭残高と帳簿残高
は、経理規程に定める頻
度で照合していますか。

　預金残高と帳簿残高
は、経理規程に定める頻
度で照合していますか。

はい　・　いいえ

はい  ・　いいえ
・該当なし

　1件100万円を超える契
約について、契約書を作
成していますか。
また、100万円以下の契約
について、必要に応じ、
適正な履行を確保するた
め請書等を徴しています
か。

　個々の契約については別紙１『契約一覧表』に記入して
ください。

記載対象： 　前年度4月1日以降、今回の実地指導の前月ま
での1件100万円を超える契約

（注意：契約日が前年度4月1日以前であっても、契約期間
が上記期間に含まれる契約、また契約内容を実施する期間
が今回の実地指導の前月以降であっても契約が上記期間中
に行われた契約は記載してください。）

はい  ・　いいえ
・該当なし

　契約締結に際して、定
款の定めにより理事会等
の議決を得ていますか。
（理事長専決事項は除
く。）

　契約締結に際しては、定款の定めにより理事会において
過半数の議決を得る必要があります。

　契約に関して特別な利害関係を有する理事は、その議事
の議決に加わることはできません。

　日常の業務として、理
事長が専決している場
合、その専決できる事項
について、定款細則等に
より、定めていますか。

　理事長が専決できるのは、定款細則や専決規程などによ
りあらかじめ理事会の議決を得ている事項に限られます。

はい　・　いいえ

はい  ・　いいえ
・該当なし

【理事長専決規
程】

　なお、理事長が専決した事項は、適宜、理事会に報告す
る必要があります。

【銀行勘定調整
表】

○留意事項別紙
1(1)

[施設財務]　　（2／10）



根拠法令等
【確認資料】

自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント

※

※

※

タ ○

【仕様書】

【予定価格調書】

チ ○ ○入札通知1

【入札関係書類】

ツ ○ ○入札通知1(4)

テ ⇒ 【理事会議事録】

【稟議書】

※ 　随意契約によることができる場合（入札通知より） 

≪会計監査を受けない法人の場合≫

1

工事又は製造の請負 400万円

食料品、物品の買入れ 300万円

上記以外のもの 200万円

2 　契約の性質・目的が競争入札に適さない場合

3 　緊急の必要により競争に付することができない場合 　

　設備故障による緊急復旧工事、災害時等の対応

4 　競争入札を行うことが不利となる場合 　

5 　時価に比して有利な場合

○

ト ⇒

○

ナ ⇒

○

①

②

　理事長が専決できる契約の範囲であっても、当該契約に
ついて理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事
会において選任する他の理事が専決しなければなりませ
ん。

はい  ・　いいえ
・該当なし

はい  ・　いいえ
・該当なし

はい  ・　いいえ
・該当なし

　専決できる額は、随意契約によることができる場合の額
を参酌してください。

　契約をする場合には、
予定価格、仕様を定めて
いますか。

　契約をする場合には、発注内容の仕様を定め、あらかじ
め契約しようとする内容に係る実例価格、数量の多寡、履
行期間の長短などを考慮し、予算の範囲内で予定価格を定
めることが必要です。

はい  ・　いいえ
・該当なし

　単価契約の締結に当たり、単価に当該年度の見込み数を
乗じた金額が上表の金額（理事長専決権限）を超える場合
も、理事会の承認が必要になります。
例)給食委託契約、寝具リース契約（年度更新も含みま
す。）

　ただし契約の種類において下記の金額を超えない場合は
見積もりは2者以上でよい。

　特定の者でなければ提供できないもの（土地、特注の機
械類）など

はい  ・　いいえ
・該当なし

○入札契約通知
1(5)

　契約の業者選定は、原
則として競争入札を実施
していますか。

　経理規程の定めに基づき、競争入札に付さず、随意契約
とできる場合にも、2者以上の業者等から見積もりを徴し、
適正な価格であることを客観的に確認してください。

　随意契約を実施する場
合は、2者以上の業者等か
ら見積を徴しています
か。

　経理規程において、3者以上の業者等から見積を徴する範
囲を定めている場合には、3者以上の業者等から見積を徴す
る必要があります。

　予定価格が1,000万円を超えない場合⇒3者以上の見積必
要

　理事長等の専決できる
金額を超え、競争入札を
行うべき契約について、
自動更新により契約を継
続しているものがありま
すか。

　「はい」と回答した場合、（別紙）『契約一覧表』に
は、自動更新「有」と記載してください。

　自動更新により契約を継続する際には、以下の点に留意
して継続の意思決定をしてください。

　金額や享受するサービスの内容等について、更新の妥
当性を検討する。

はい  ・　いいえ
・該当なし

　専決区分に応じて、理事会又は理事長の承認を得る。

　契約期間を複数年とす
る契約を締結しています
か。

　契約方法等の決定は、契約総額をもって判断することに
なります。

　履行中の工事に直接関連するものなど低価で契約できる
機会が設けられている場合など（このような場合は、500万
円未満の予定価格の場合に限る。）

　特定の者が、大量に処分を必要とする場合など（ただ
し、予定価格1,000万円以上の場合は、競争入札とする。）

価格以外の理由により、競争入札によらず随意契約とした
ものなどについては、随意契約とした理由や根拠等を明確
にし、稟議書等の書面で残しておいてください。

　「はい」と回答した場合、（別紙）『契約一覧表』に
は、複数年の契約期間を記載してください。

　随意契約によることが
できる予定価格を超えて
随意契約を行う場合、そ
の理由(2～5)を明確にし
ていますか。
　また、経理規程に定め
られた合理的な理由に該
当していることを確認
し、承認権者（理事長又
は理事会）の承認を受け
ていますか。

　「はい」と回答した場合、経理規程の該当項目と具体的
な理由を、ウで作成した、（別紙）『契約一覧表』に記入
してください。
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根拠法令等
【確認資料】

自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント

ニ ○ 　各資料の保存期間は以下のとおり。

(3) 会計処理

ア ○

○

【計算書類】

イ

ウ ○

【按分基準】
○

○

⇒

エ ○ ○会計省令第11条

【計算書類】

○留意事項別紙23

オ ○

○ 【貸借対照表】

【借入金明細書】

カ ○

・ 　拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

・ 　拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

・ 　拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

○会計省令第26条
第1項

計算書類及び附属明細書 計算書類を作成した時から10年間

はい　・　いいえ

財産目録 5年間

　設けるべき事業区分、
拠点区分及びサービス区
分が、適正に設けられて
いますか。

　事業区分、拠点区分及びサービス区分は、その拠点で実
施する複数の事業等について法令等の要請により会計を区
分して把握すべきものとされているものについて区分を設
定します。

　会計帳簿及び事業に関
する重要な資料は適切に
保存されていますか。

資料 保存期間

会計帳簿 会計帳簿の閉鎖の時から10年間

　複数の経理区分に共通
する収入（収益）及び支
出（費用）は、合理的な
基準に基づいて事業区
分、拠点区分及びサービ
ス区分に配分されていま
すか。

　特定の事業、施設での費用は、当該事業、施設のサービ
ス区分から支出してください。また、水道光熱費や共通し
て使用する備品などの費用は、利用者の定員、面積など、
恣意的な要素が入らない合理的な基準を設け、按分するよ
うにしてください。
　具体的な基準は、運用上の取扱い「別添１」を参照して
ください。

○会計省令第10条
第1項
○運用上の取扱い
2
○留意事項別紙4

　保育所を経営する事業と併せて地域子育て事業と一時預
かり事業のいずれか若しくは両方の事業を行う場合は、同
一の経理区分で行って差し支えありません。

　借入金、補助金、寄附
金等の収入は、その目的
に応じて帰属する拠点区
分の適切な勘定科目に計
上されていますか。

○留意事項別紙
8,9,10
【計算書類】

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

　配分方法については、1(1)アの継続性の原則の適用範囲
となります。

　共通の収入（収益）や支出（費用）を按分している場
合、その按分方法を記入してください。

共通経費

例）給食委託費

はい　・　いいえ

○運用上の取扱い
7
○留意事項別紙13
別添1

　事業区分間及び拠点区分間における内部取引について
は、計算書類各号第２～４様式において相殺消去すること
とされており、法人単位の計算書類（各号第１様式）にお
いて、全ての内部取引が相殺消去されていなければなりま
せん。

　貸借対照表において、
未収金、前払金、未払
金、前受金等の経常的な
取引によって発生した債
権債務は、流動資産又は
流動負債に計上していま
すか。
　また、貸付金、借入金
等の債権債務について
は、１年基準により流動
資産又は流動負債に計上
していますか。

　内部取引について、全
て相殺消去されています
か。

○会計省令第14条
第2項、第20条第2
項

○運用上の取扱い
4

○運用上の取扱い
6

給食数による按分

　作成すべき計算書類が
様式に基づき、すべて作
成されていますか。

　社会福祉法人が拠点区分ごとに作成しなければならない
計算書類は、次のとおりです。

○会計省令第7条
の2

按分方法

　経常的な取引によって発生した債権債務は、流動の部に
表示します。（正常営業循環基準）

　貸付金、借入金等の債権債務については、貸借対照表日
の翌日から起算して１年以内に入金又は支払の期限が到来
するものは流動の部に表示します。（ワンイヤールール）
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根拠法令等
【確認資料】

自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント

キ

ク ○ ○会計省令第13条

ケ ○

コ ○

○

サ ○ ○留意事項別紙9

【寄附金申込書】

○

【寄附金台帳】

○

○

シ ○ 　現金は出納帳の残高と一致していますか。

○

○

○ 　棚卸資産は実地棚卸高と一致していますか。
○

○ 　貸付金は契約書の未返済額と一致していますか。

ス ○

○

○

はい  ・　いいえ
・該当なし

　計算書類に係る各勘定
科目の金額は、主要簿の
各勘定科目の金額と一致
していますか。

はい　・　いいえ

　計算書類は整合性がと
れていますか。

　別シートの「計算書類の数値チェックリスト」を入力し
てください。

　予算の執行にあたり年度途中で予算との乖離等が見込ま
れる場合には、必要な収入及び支出について補正予算を編
成する必要があります。

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

　事業活動計算書の収益
及び費用は、適切な会計
期間に計上されています
か。

　収益は実現主義、費用は発生主義を原則として計上して
ください。

はい　・　いいえ

　贈与又は通常要する価額と比較して著しく低い価額で取
得した資産の評価は、取得又は贈与の時における当該資産
の取得のために通常要する価額をもって行います。

○会計省令第20条
第1項

　経過勘定を適切に設定し、適正な期間損益計算を行って
ください。

　資産を取得した際には、原則として会計帳簿にその取得
価額を付さなければなりません。なお、取得価額には、資
産を取得した際に要した手数料等の付随費用を含みます。

○会計省令第4条
第1項

○運用上の取扱い
14

○会計省令第2条
第1項

　寄附金は適正に計上さ
れていますか。

　土地などの支払資金の増減に影響しない寄附物品は、取
得時の時価により、事業活動計算書の固定資産受贈額とし
て計上され、資金収支計算書には計上しません。

はい　・　いいえ

　有形固定資産は実地棚卸高から減価償却累計額を控除し
た額と一致していますか。

　資産を取得した際は、
原則として取得価額によ
り評価していますか。

　交換により取得した資産の評価は、交換に対して提供し
た資産の帳簿価額をもって行います。

　共同募金からの配分金は、その配分金の内容に基づき適
切な勘定科目に計上し、このうち基本金又は国庫補助金等
特別積立金に組み入れるべきものは適切に組み入れてくだ
さい。

　寄附金申込書、寄附金領収書（控）、寄附金台帳の記録
は全て対応している必要があります。

　貸借対照表に計上され
ている資産は、すべて実
在していますか。

はい　・　いいえ

○運用上の取扱い
5

○留意事項別紙
2(2)

　経常経費に対する寄附物品は、取得時の時価により、経
常経費寄附金収入及び経常経費寄附金収益に計上してくだ
さい。

【寄附金領収書
(控)】

　預金は金融機関発行の残高証明書の残高と一致していま
すか。

　金融商品は金融機関発行の残高証明書の残高と一致して
いますか。

0

施設整備等支出計

　資金収支計算書におい
て、決算額は予算額の範
囲内となっていますか。

執行率
(％)

決算額
（円）

補正後予算額
（円）

その他の活動支出計

執行区分

事業活動支出計

0計

執行率が100％を超えた場
合はその理由
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根拠法令等
【確認資料】

自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント

セ ○

○

・ ○留意事項別紙17

・

・

○

○

ソ ○

○ ○留意事項別紙22

タ ○ 【満期保有目的の債券以外の有価証券】

【満期保有目的の債券】

チ ○

ツ ○

○

はい  ・　いいえ
・該当なし

はい  ・　いいえ
・該当なし

○会計省令第4条
第3項

○運用上の取扱い
17

　法人の資産を適正に表示するため、会計年度の末日にお
ける時価がその時の取得価額より著しく低い資産（概ね
50％を超えて下落）については、当該資産の時価がその時
の取得価額まで回復すると認められる場合を除き、時価を
付す（時価評価を行う）必要があります。

　有形固定資産及び無形
固定資産に係る減価償却
を行っていますか。

　有形固定資産は定額法又は定率法のいずれかの方法によ
り、無形固定資産は定額法により減価償却を行います。

　減価償却計算は、原則として、１年を単位として行いま
すが、年度の中途で取得又は売却・廃棄した減価償却資産
については、月を単位（月数は暦に従って計算し、１か月
に満たない端数を生じた時はこれを１か月とする）として
計算を行います。

　負債は網羅的に計上さ
れていますか。

○会計省令第4条
第2項

　減価償却期間が終了している資産については、資産の種
別及び取得時期に応じて、残存価額を次の通り計上しま
す。

○運用上の取扱い
16

はい　・　いいえ

　時価が取得価額より著
しく低い資産について、
時価評価を適正に行って
いますか。

　棚卸資産について、適
正に評価していますか。

　棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食
用材料、商品・製品、仕掛品、原材料等）については、会
計年度末における時価がその時の取得価額より低いとき
は、時価を付します。

○会計省令第4条
第6項

　ただし、使用価値を算定することができる有形固定資産
又は無形固定資産であって、当該資産の使用価値が時価を
超えるものについては、取得価額から減価償却累計額を控
除した価額を超えない限りにおいて、使用価値を付するこ
とができます。

　有価証券の価額につい
て、適正に評価していま
すか。

○会計省令第4条
第5項　市場価格のあるものは、会計年度の末日においてその時

の時価を付します。

はい  ・　いいえ
・該当なし

○会計省令第5条
第1項

　負債のうち、債務は原則として債務額で計上します。
例えば、資金繰りが悪化し、借入金の利息を支払っていな
い場合も当該利息を債務に計上する必要があります。

はい　・　いいえ 　負債は網羅的に計上する必要があります。既に発生して
いる債務額や借入金の未償却額等について、全て計上して
ください。

　債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合にお
いて、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と
認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額
をもって貸借対照表価額とします。

　無形固定資産は取得時期にかかわらず、残存価額はゼロ
とする。

　各資産の耐用年数については、原則として「減価償却資
産の耐用年数等に関する省令」（昭和40年大蔵省令第15
号）により、適用する償却率等は留意事項別添２（減価償
却資産の償却率、改定償却率及び保証率表）による。

　平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産は取得価
額の10%を残存価額とする。ただし、耐用年数到来時におい
ても使用し続けている有形固定資産については、さらに、
減価償却期間が終了していることを示す備忘価額（１円）
まで償却を行うことが可能である。

　平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産は償却計
算を実施するための残存価額はゼロとし、償却累計額が当
該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に
達するまで償却する。

○運用上の取扱い
15
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根拠法令等
【確認資料】

自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント

テ ○

○

ト ○

ナ ○

○

・

・

とされています。

ニ ○

○

○

はい  ・　いいえ
・該当なし

○運用上の取扱い
18(2)

○会計省令第5条
第2項第2号
○運用上の取扱い
18(4)
○留意事項別紙
18(3)

○留意事項別紙
18(1)

　債権について、徴収不
能引当金を適正に計上し
ていますか。

　徴収不能引当金は、原則として、毎会計年度末において
徴収することが不可能な債権（事業未収金、未収金、受取
手形、貸付金等）を個別に判断し、当該債権を徴収不能引
当金に計上する方法（以下「個別法」という。）によると
ともに、これらの債権について、過去の徴収不能額の発生
割合に応じた金額を計上する方法（以下「一括法」とい
う。）によります。
　なお、一括法については、過去の貸倒実績率による徴収
不能額の見積もりについては、客観的根拠に基づき算定さ
れるべきであり、過去に貸倒の実績（日常的取引に係る債
権や福祉サービス等の利用者負担額に係る債権等であっ
て、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響
が軽微な債権に係るものを除く。）を有する法人は、経理
規程等で見積もりの方法を定めておくことが望ましいで
す。この場合は経理規程等に基づく方法により徴収不能引
当金を計上することが求められます。

○会計省令第4条
第4項

　徴収不能引当金は、貸借対照表において金銭債権から控
除する形で表示します。

　賞与引当金を適正に計
上していますか。

　賞与引当金は、法人と職員との雇用関係に基づき、毎月
の給料の他に賞与を支給する場合において、翌期に支給す
る職員の賞与のうち、当期に発生したと見込まれる額（支
給対象期間が当期に帰属する分）を計上します。

○会計省令第5条
第2項第1号
○運用上の取扱い
18(2),(3)
○留意事項別紙
18(2)

はい  ・　いいえ
・該当なし

はい  ・　いいえ
・該当なし

　独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員
等退職手当共済制度及び確定拠出年金制度のように拠出以
後に追加的な負担が生じない外部拠出型の制度を活用する
場合は、退職給与引当金の計上は行わず、掛金額をもって
費用処理すること

　上記以外の引当金につ
いて、適正に計上してい
ますか。

　都道府県等の実施する退職共済制度において、退職一時
金制度等の確定給付型を採用している場合は、約定の額を
退職給付引当金に計上する。ただし、簡便法として、期末
退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に
拠出した掛金累計額を差し引いた額）を退職給付引当金と
し同額の退職給付引当資産を計上する方法や、社会福祉法
人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給
付引当金を計上する方法を用いることができること

はい  ・　いいえ
・該当なし

　退職給付引当金を適正
に計上していますか。

　退職給付引当金は、職員に対し退職金を支給することが
定められている場合に、将来支給する退職金のうち当該会
計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の費用に計上
し、負債として認識すべき残高を計上します。
　ただし、退職給付の対象となる職員数が300人未満の法人
等においては、退職一時金に係る債務について期末要支給
額（期末に対象職員全員が退職したと仮定したときに見込
まれる要支給額）により算定することができます。

　ただし、法人が公的な退職金制度を活用している場合に
ついては、その内容に応じて

○会計省令第5条
第2項

○運用上の取扱い
18(1),(4)

　特に、役員に対し支払う退職慰労金は、在任期間中の職
務執行に対する後払いの報酬と考えられており、役員報酬
と同様の手続を経る必要があります。支給額が役員退職慰
労金に関する規程（役員報酬基準）により合理的に見積も
ることが可能な場合には、将来支給する退職慰労金のう
ち、当該会計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の
役員退職慰労引当金繰入に計上し、負債として認識すべき
残高を役員退職慰労引当金として計上してください。

　全ての要件に該当する場合以外の、利益を留保する目的
で計上された引当金は認められません。

　引当金とは、①将来の特定の費用又は損失であって、②
その発生が当該会計年度以前の事象に起因し、③発生の可
能性が高く、④かつその金額を合理的に見積もることがで
きる場合に、当該会計年度の負担に属する金額を当該会計
年度の費用として繰り入れるものであり、４つ全ての要件
に該当する場合には計上が必要です。
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根拠法令等
【確認資料】

自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント

ヌ ○

①

○留意事項別紙14

②

③

○

○

ネ ○

○留意事項別紙15

ノ ○

○留意事項別紙19

○

(4) 　会計帳簿

ア ○ ○法第45条の24

はい  ・　いいえ
・該当なし

　基本金は適正に計上し
ていますか。

　基本金には、社会福祉法人が事業開始等に当たって財源
として受け入れた寄附金の額を計上します。

○会計省令第6条
第1項

　国庫補助金等特別積立
金は適正に計上していま
すか。

　国庫補助金等特別積立金は、施設及び設備の整備のため
に国、地方公共団体等から受領した補助金、助成金、交付
金等の額を計上するものです。

第１号基本金 　社会福祉法人の設立並びに施設の創設及び
増築等のために基本財産等を取得すべきもの
として指定された寄附金の額（具体的には、
土地、施設の創設、増築、増改築における増
築分、拡張における面積増加分及び施設の創
設及び増築時等における初度設備整備、非常
通報装置設備整備、屋内消火栓設備整備等の
基本財産等の取得に係る寄附金の額）

はい  ・　いいえ
・該当なし

○運用上の取扱い
11,12

第２号基本金 　第１号の資産の取得等に係る借入金の元金
償還に充てるものとして指定された寄附金の
額（具体的には、施設の創設及び増築等のた
めに基本財産等を取得するにあたって、借入
金が生じた場合において、その借入金の返済
を目的として収受した寄附金の総額）

第３号基本金 　施設の創設及び増築時等に運転資金に充て
るために収受した寄附金の額（具体的には、
平成12年12月１日付け障企第59号・社援企第
35号・老計第52号・児企第33号厚生省大臣官
房障害保健福祉部企画課長、厚生省社会・援
護局企画課長、厚生省老人保健福祉局計画課
長及び厚生省児童家庭局企画課長連名通知
「社会福祉法人の認可について」別添社会福
祉法人審査要領第２の（３）に定める、当該
法人の年間事業費の12分の１以上に相当する
寄附金の額及び増築等の際に運転資金に充て
るために収受した寄附金の額）

　会計帳簿は適正に整備
していますか。

　法人は、原則として、会計帳簿として各拠点区分ごとに
仕訳日記帳及び総勘定元帳を作成し、備え置き、これらの
会計帳簿及び必要な補助簿の作成について経理規程等に定
めることが求められます。
　また、会計帳簿は書面又は電磁的記録をもって作成し、
法人は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及
びその事業に関する重要な資料を保存しなければなりませ
ん。

○会計省令第2条
第1項第2号,第3
条,第7条の2

○留意事項別紙
2(3),27

はい　・　いいえ

○会計省令第6条
第2項

○運用上の取扱い
9,10

　その他の積立金は適正
に計上していますか。

　その他の積立金は、将来の特定の目的の費用又は損失の
発生に備えるため、法人が理事会の議決に基づき事業活動
計算書の当期末繰越活動増減差額から積立金として積み立
てた額を計上するものであり、当期末繰越活動増減差額に
その他の積立金取崩額を加算した額に余剰が生じた場合
に、その範囲内で将来の特定の目的のために積立金を積み
立てることができます。

○会計省令第6条
第3項

　その他の積立金を計上する際は、積立ての目的を示す名
称を付して、同額の積立資産を積み立てること、また、積
立金に対応する積立資産を取崩す場合には、当該積立金を
同額取崩すこととされています。

○運用上の取扱い
19

はい  ・　いいえ
・該当なし

　基本金への組入れは、同項に規定する寄附金を事業活動
計算書の特別収益に計上した後、その収益に相当する額を
基本金組入額として特別費用に計上して行います。

　法人が事業の一部又は全部を廃止し、かつ基本金組み入
れの対象となった基本財産又はその他の固定資産が廃棄さ
れ、又は売却された場合には、当該事業に関して組み入れ
られた基本金の一部又は全部の額を取り崩し、その金額を
事業活動計算書の繰越活動増減差額の部に計上します。
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根拠法令等
【確認資料】

自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント

○

○

(5) 　附属明細書等

ア ○ ○会計省令第29条

1

2

3

7

11

イ

ウ ○ 　拠点区分で作成すべき附属明細書は以下のとおりです。 ○会計省令第30条
○運用上の取扱い
26,別紙3（①～
⑲）

重要な後発事象

就労支援事業明細書

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

就労支援事業製造原価明細書

就労支援事業別事業活動明細書

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

積立金・積立資産明細書

拠点区分事業活動明細書

拠点区分資金収支明細書

引当金明細書

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

　注記は法令に基づき適
正に作成していますか。

　拠点区分の計算書類の注記に記載すべき項目は以下のと
おりです。

はい　・　いいえ

該当がない場合
の記載方法

「該当なし」

項目記載不要

注記事項

重要な会計方針

重要な会計方針の変更

別紙３(⑧)

別紙３(⑨)

別紙３(⑩)

　注記事項について、計
算書類の金額と一致して
いますか。

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ　附属明細書は法令に基
づき適正に作成していま
すか。

別紙３(⑭)

別紙３(⑮)

別紙３(⑮-2) 就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

別紙３(⑪)

別紙３(⑫)

別紙３(⑬) サービス区分間繰入金明細書

別紙３(⑯)

別紙３(⑯-2)

別紙３(⑰) 就労支援事業販管費明細書

別紙３(⑲) 授産事業費用明細書

別紙３(⑰-2)

別紙３(⑱)

別紙３(⑱-2) 就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

計算書類の金額
と一致すること

計算書類の金額
と一致すること

「該当なし」

「該当なし」

計算書類の金額
と一致すること

「該当なし」

「該当なし」

「該当なし」

項目記載不要

項目記載不要

「該当なし」

9
債権の金額、徴収不能引当金の当期末残
高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間
接法で表示している場合は記載不要）

10
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価
額、時価及び評価損益

12
その他社会福祉法人の資金収支及び純資産
増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

基本財産の増減の内容及び金額5

6
基本金又は固定資産の売却若しくは処分に
係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び
当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示
している場合は記載不要）

8

担保に供している資産

法人が作成する計算書類と拠点区分、サー
ビス区分

4 「該当なし」

法人で採用する退職給付制度

備考

　固定資産の管理については、固定資産管理台帳を作成
し、基本財産（有形固定資産）及びその他の固定資産（有
形固定資産及び無形固定資産）に関する個々の資産の管理
を行わなければならなりません。

「該当なし」

○運用上の取扱い
20～25,別紙1,別
紙2

○留意事項別紙
25(2),26

　法人は、会計帳簿に基づき計算書類を作成することとさ
れており、計算書類における各勘定科目の金額は総勘定元
帳等の金額と一致していなければならなりません。

[施設財務]　　（9／10）



根拠法令等
【確認資料】

自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント

※ 別紙３(⑩)と別紙３(⑪)について

※ 別紙３(⑮)から別紙３(⑰-2)について

エ ○

　
⇒ ⇒

はい　・　いいえ

別紙３(⑯)及び別紙３(⑰)に
代えて別紙３(⑱)

作業種別ごとに区分することが困難な場合

サービス区分ごとに定める就労支援事業
について、各就労支援事業の年間売上高
が5000万円以下であって、多種少額の生
産活動を行う等の理由により、製造業務
と販売業務に係る費用を区分することが
困難な場合

別紙３(⑯-2)及び別紙３(⑰-
2)に代えて別紙３(⑱-2)

介護保険サービス及び障害福祉サービス
を実施する拠点区分

子どものための教育・保育給付費、措置
費による事業を実施する拠点区分

上記以外の事業を実施する拠点

　附属明細書は計算書類の内容を補足する重要な事項を表
示するものであり、計算書類における金額と一致していな
ければなりません。

附属明細書について、計
算書類の金額と一致して
いますか。

　①保育所、②特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム、③障害者支援施設、④養護老人ホーム・母子
生活支援施設については、給付費等に使途制限等がありますので、別シートへの記載もお願いしま
す。

省略可能な事項等

サービス区分が１つの拠点区分

どちらか一方を省略可

どちらも省略可

別紙３(⑪)別紙３(⑩)

省略可 要作成

要作成 省略可
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別紙　契約一覧表

※　複数年契約の契約期間及び契約額については、契約書に記載されている複数年の契約期間及び契約金額総額を記載してください。
※　契約書に自動更新の条項を付している契約については、自動更新「有」としてください。
※　該当する契約方法（一般競争入札・指名競争入札・随意契約）に「○」をつけてください。

自動更新 契約書

年 月 一般競争入札 （応札 者） 随意契約 （見積 者） ⇒

～ 年 月 指名競争入札 （応札 者） ※ 具体的理由：

年 月 一般競争入札 （応札 者） 随意契約 （見積 者） ⇒

～ 年 月 指名競争入札 （応札 者） ※ 具体的理由：

年 月 一般競争入札 （応札 者） 随意契約 （見積 者） ⇒

～ 年 月 指名競争入札 （応札 者） ※ 具体的理由：

年 月 一般競争入札 （応札 者） 随意契約 （見積 者） ⇒

～ 年 月 指名競争入札 （応札 者） ※ 具体的理由：

年 月 一般競争入札 （応札 者） 随意契約 （見積 者） ⇒

～ 年 月 指名競争入札 （応札 者） ※ 具体的理由：

年 月 一般競争入札 （応札 者） 随意契約 （見積 者） ⇒

～ 年 月 指名競争入札 （応札 者） ※ 具体的理由：

年 月 一般競争入札 （応札 者） 随意契約 （見積 者） ⇒

～ 年 月 指名競争入札 （応札 者） ※ 具体的理由：

年 月 一般競争入札 （応札 者） 随意契約 （見積 者） ⇒

～ 年 月 指名競争入札 （応札 者） ※ 具体的理由：

年 月 一般競争入札 （応札 者） 随意契約 （見積 者） ⇒

～ 年 月 指名競争入札 （応札 者） ※ 具体的理由：

選択項目 随意契約に係る経理規程の項目【随意契約によることができる場合】（入札契約通知より）

①　予定価格が1,000万円を超えない場合
②　契約の性質・目的が競争入札に適さない場合 ：（例）　特定の者でなければ提供できないもの（土地、特注の機械類）など
③　緊急の必要により競争に付することができない場合
④　競争入札を行うことが不利となる場合 ：（例）履行中の工事に直接関連するものなど低価で契約できる機会が設けられている場合など。

（このような場合は、1,000万円以下の予定価格の場合に限る。）
⑤　時価に比して有利な場合 ：（例）特定の者が、大量に処分を必要とする場合等（ただし、予定価格1,000万円を超える場合は、競争入札とする。）
⑥　上記①～⑤以外　⇒　※具体的理由を必ず明記してください。

※　前年度4月1日以降、今回の実地指導までの一件100万円を超える契約について記入してください。

　　注意：契約日が前年度4月1日以前であっても、契約期間が上記期間に含まれる契約、また契約内容を実施する期間が今回の実地指導の前月以降であっても契約が
　　　　　上記期間中に行われた契約は記載してください。

※　総額で100万円を超える単価契約、リース契約等についても記入してください。例）給食委託契約、寝具リース契約

※　経理規程の項目は下記選択項目から選んでください。

取引内容 契約期間 契約額（円） 契約方法（該当する契約方法に○をつけてください。）

　

　

　

　

　

　

　

参考：【契約にあたっての留意事項】

○　理事長が専決できるのは、定款細則や専決規程などによりあらかじめ理事会の議決を得ている事項に限られます。
○　理事長が専決した事項は、適宜、理事会に報告する必要があります。
○　理事長が専決できる契約の範囲であっても、当該契約について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の
　理事が専決しなければなりません。
○　理事が法人と利益相反となる契約を結ぼうとするときは、予め理事会の承認（審議には当該理事が参加しないこと）が必要となります。
※　単価契約の締結に当たり、単価に当該年度の見込み数を乗じた金額が上表の金額（理事長専決権限）を超える場合も、理事会の承認が必要
　になります。
　　　　例)給食委託契約、寝具リース契約（年度更新も含みます）
※　専決できる額は、随意契約によることができる場合の額を参酌してください（定款準則第９条関係）。

　

経理規程の項目

経理規程の項目

経理規程の項目

経理規程の項目

経理規程の項目

経理規程の項目

経理規程の項目

経理規程の項目

経理規程の項目



別紙　（計算書類の数値チェックリスト） ＯＫ

財務諸表等 該当科目等 記載数値 チェック内容

【支払資金残高】
資金収支計算書(前年度) 当期末支払資金残高 ①

前期末支払資金残高 ② ok

当期末支払資金残高 ③

流動資産（合計） ④

(うち固定資産からの振替) ⑤

棚卸資産（貯蔵品を除く） ⑥

徴収不能引当金 ⑦

④－⑤－⑥＋⑦ 0 Ａ

流動負債（合計） ⑧

(うち固定負債からの振替) ⑨

引当金（流動負債） ⑩

⑧－⑨－⑩ 0 Ｂ ok

【繰越活動増減差額】
事業活動計算書(前年度) 次期繰越活動増減差額 ⑪

前期繰越活動増減差額 ⑫ ok

次期繰越活動増減差額 ⑬

貸借対照表 次期繰越活動増減差額 ⑭ ok

【資産・負債】
資産の部合計 ⑮

負債の部合計 ⑯

純資産の部合計 ⑰ ok

【現金預金】
現金預金 ok

基本財産のうち定期預金等

積立資産・引当資産

上記３つの合計 0 ⑱

現金出納簿 期末残高（帳簿数　　冊） ⑲

残高証明書 記載金額（口座数　　口座） ⑳

※上記表中、a　～　f　がすべて成立すること。（ｆが成立しないときは、別途調整表により成立すること）

⑬＝⑭←ｄ

貸借対照表
⑮＝⑯+⑰
　　　　←ｅ

貸借対照表
⑱＝⑲＋⑳
　　　　　　←ｆ

①＝②←ａ

資金収支計算書(当年度)

貸借対照表
③＝Ａ－Ｂ
　　　　　←ｂ

⑪＝⑫←ｃ

事業活動計算書(当年度)



１　委託費の弾力運用等

(1) 　委託費の使途範囲

○

○

⇒ 　該当する内容に○をつけてください。

⇒

⇒

⇒

(2) 　弾力運用の要件

⇒ ①

②

③

※　適正な給与水準とは

・

・

・

・

・

④

⑤

⑥

⑦

(2)《第一要件》を記入し、(3)を回答

　その他保育所運営以外の事業を含む当該保育所の設置
者の運営について、問題となる事由がないこと。

　上記２要件に加えて、処遇改善等加算の基礎分に相当
する額の範囲内で、委託費を同一の設置者が運営する子
育て支援事業及び社会福祉施設等の経費等に充ててい
る。
　また、当該会計年度の委託費の３カ月分に相当する額
の範囲内で、委託費を同一の設置者が設置する保育所等
及び子育て支援事業の経費に充てている。

　給食について必要な栄養量が確保され、嗜好を生かし
た調理がなされているとともに、日常生活について必要
な諸経費が適正に確保されていること。

　各種手当は給与規程に定められたものでありかつ
手当額、支給率が適当であること。

　一部職員にのみ他の職員と均衡を失する手当が支
給されていないこと。

　初任給、定期昇給について職員間の均衡がとれて
いること。

　入所児童に係る保育が保育所保育指針（平成20年３月
28日厚生労働省告示第141号）を踏まえているととも
に、処遇上必要な設備が整備されているなど、児童の処
遇が適切であること。

根拠法令等

　新たに保育所を経営する事業を行う設置者が下記の弾力
運用を行うためには、概ね１年間程度資金計画及び償還計
画を着実に履行している必要があります。

Ⅱ　保育所個別項目

　また、長期的に安定した施設経営を確保するため、委
託費を人件費等の積立資産に積み立て、次年度以降の当
該事業所の経費に充てている。

　上記要件に加えて、処遇改善等加算の基礎分に相当す
る額の範囲内で、委託費を同一の設置者が設置する保育
所等の経費等に充てている。

(2)《第一要件》及び《第二要件》を記入し、(4)を
回答

はい　・　いいえ

　給与に関する規程が整備され、その規程により適正な
給与水準が維持されている等人件費の運用が適正に行わ
れていること。

自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント

　委託費の区分に関わらず、当該保育所を経営する事業
に係る人件費、管理費又は事業費に充てている。

《第一要件》
　次の要件をすべて満た
していますか。

　委託費の弾力運用を
行っていますか。

　委託費に係る人件費、管理費、事業費それぞれの使途範
囲は、本来、保育所の運営に必要な人件費、管理費、事業
費のそれぞれに限定されていますが、(2)の要件のもと弾力
運用が認められています。

はい　・　いいえ

(2)《第一要件》、《第二要件》及び《第三要件》
を記入し、(5)又は(6)及び(7)を回答

　川越市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定
める条例、同施行規則で定められた基準が遵守されてい
ること。

　運営・経営の責任者である理事長等の役員、施設長及
び職員が国等の行う研修会に積極的に参加するなど役職
員の資質の向上に努めていること。

　委託費に係る交付基準及びそれに関する通知等に示す
職員の配置等の事項が遵守されていること。

　施設長及び職員の給与が、地域の賃金水準と均衡
がとれていること。

　正規の手続きを経て給与規程が整備されているこ
と。

府子本第254号通
知1(2)

府子本第254号通
知1(3)

府子本第254号通
知1(4)

府子本第254号通
知1(5)

府子本第254号通
知1(2)

①保育所



根拠法令等自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント

⇒ 　該当する事業に〇をつけてください。

① 　延長保育事業

② 　一時預かり事業

③

④ 　地域子育て支援拠点事業

⑤

⑥ 　家庭支援推進保育事業

⑦ 　休日保育加算の対象施設

⑧ 　病児保育事業

⑨ 　乳児等通園支援事業

⇒ ① 　財務諸表を保育所に備え付け、閲覧に供すること

・

・

② 　毎年度、次のア又はイが実施されていること。

⇒ 　該当する事業に○をつけてください。

ア

イ

＊ホームページや広報誌により公表してください。

③

(3)

ア ⇒ 該当する積立資産に○をつけてください。

①

②

③

イ ○

※

人件費積立資産
（人件費の類に属する経費に係る積立資産）

修繕積立資産
（建物及び建物付属設備又は機械器具等備品の修繕
に要する費用にかかる積立資産）

備品等購入積立資産
（業務省力化機器をはじめ施設運営費・経営上効果
のある物品を購入するための積立資産）

　乳児を３人以上受け入れている等低年齢児童の積
極的な受入れ

　集団保育が可能で日々通所でき、特別児童扶養手
当の支給対象障害児の受入れ

　キャリアパス要件（「施設型給付費等に係る処遇改善
等加算について」（令和７年４月11日こ成保296、７文
科初第250号。以下「処遇改善等加算通知」とい
う。」）の第２の１に定める「キャリアパス要件」をい
う。）及び賃金改善要件（処遇改善等加算通知の第２の
２に定める要件をいう。）のいずれも満たしているこ
と。

　右のいずれかの積立資
産を積み立てています
か。

　各積立資産をそれぞれ
の積立目的以外に使用し
ていますか。

はい　・　いいえ
・該当なし

　各積立資産をそれぞれの積立目的以外に使用する場合
は、事前に市長協議が必要です。

《第一要件》
　次年度以降の当該保育
所の経費に充てるための
積立

府子本第254号通
知1(3)

はい　・　いいえ
・該当なし

第三者評価加算の認定を受け、サービスの質の向上
に努めること

　なお、《第三要件》を満たしている社会福祉法人につい
ては、理事会の承認を得れば事前の市長協議は不要です。

入所者等に対して苦情解決の仕組みが周知されてお
り、第三者委員を設置して適切な対応を行っている
とともに、入所者等からのサービスに係る苦情内容
及び解決結果の定期的な公表を行うなど、利用者の
保護に努めること

＊ホームページや広報誌等により公表する必要があ
ります。

　「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第
79号）に基づく資金収支計算書、事業区分資金収支内訳
表、拠点区分資金収支計算書及び拠点区分資金収支明細
書又は学校法人会計基準に基づく資金収支計算書及び資
金収支内訳表もしくは企業会計による損益計算書

　「保育所の設置認可等について」（平成12年3月30日
児発第295号）に定める貸借対照表

《第二要件》
　次のいずれかの事業を
実施していますか。

《第三要件》
　次のすべての要件を満
たしていますか。

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ 府子本第254号通
知1(5)

府子本第254号通
知1(4)

①保育所



根拠法令等自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント

(4)

ア

（単位：円）

※寄附金等については、寄附金のほか、直接の財源となる借入金、積立資産の取崩し等の額を記載してください。

イ ⇒ 処遇改善等加算の改善基礎分の金額を記載してください。

円

(5)

ア

（単位：円）

※寄附金等については、寄附金のほか、直接の財源となる借入金、積立資産の取崩し等の額を記載してください。

イ ⇒ 処遇改善等加算の改善基礎分の金額を記載してください。

円

③上記①、②の経費に係る借入金(利息部分を含
む）償還又は積立のための支出

0

左の決算額の財源内訳 弾力運用額
【Ａ】－【Ｂ】－

【Ｃ】

補助金【Ｃ】

0 0

0

寄附金等※【Ｂ】

0

0

①子育て支援事業を実施する施設の建物、設備の整備・
修繕、環境の改善及び土地の取得等に要する経費 0

0

弾力運用額
【Ａ】－【Ｂ】－

【Ｃ】
決算額【Ａ】

左の決算額の財源内訳

決算額【Ａ】

0

②上記①の経費に係る借入金(利息部分を含む）
の償還又は積立のための支出

項目
（府子本254号通知別表4）

①社会福祉施設等の建物、設備の整備・修繕、
環境の改善、土地の取得等に要する経費

②社会福祉施設等の土地又は建物の賃借料

項目
（府子本254号通知別表3）

寄附金等※【Ｂ】 補助金【Ｃ】

左の決算額の財源内訳
決算額【Ａ】

③上記①、②の経費に係る借入金の償還(利息部
分含む）のための支出

④上記①，②の経費に係る積立てのための支出
（施設・設備整備積立資産）

⑤保育所等を経営する事業に係る租税公課

項目
（府子本254号通知別表2）

①保育所等の建物、設備の整備・修繕、環境の
改善に要する経費

②保育所等の土地又は建物の賃借料

0

0

府子本第254号通
知1(4)

0

弾力運用額
【Ａ】－【Ｂ】－

【Ｃ】

0

0

0

寄附金等※【Ｂ】 補助金【Ｃ】

次の表を記入してくださ
い。

はい　・　いいえ
・該当なし

《第三要件》
　同一設置者が運営する
子育て支援事業及び社会
福祉施設等の経費に充当
する弾力運用

合計

　弾力運用の合計額は、
処遇改善等加算の改善基
礎分相当額の範囲となっ
ていますか。

0

0

合計

0

　弾力運用の合計額は、
処遇改善等加算の改善基
礎分相当額の範囲となっ
ていますか。

《第二要件》
　同一の設置者が設置す
る保育所等の経費に充当
する弾力運用

 次の表を記入してくださ
い。

④社会福祉施設等を経営する事業に係る租税公
課

0

府子本第254号通
知1(5)

はい　・　いいえ
・該当なし

①保育所



根拠法令等自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント

(6)

ア

（単位：円）

※寄附金等については、寄附金のほか、直接の財源となる借入金、積立資産の取崩し等の額を記載してください。

イ ⇒

円 ⇒ 円 （委託費３カ月分）

(7)

ア ⇒ 該当する積立資産に〇をつけてください。

① 人件費積立資産

②

イ ○

(1) ⇒ 「はい」の場合、該当する内容に○をつけてください。

⇒ 2(2)、(3)を回答後、(6)へ

⇒ 2(4)、(5)を回答後、(6)へ

(2) ⇒ 理事会承認日 年 月 日

保育所施設・設備整備積立資産
（建物・設備及び機器器具等備品の整備・修繕、環
境の改善等に要する費用、業務省力化機器をはじめ
施設運営費・経営上効果のある物品の購入に要する
費用、及び増改築に伴う土地取得に要する費用に係
る積立資産）

0 00

　各積立資産をそれぞれ
の積立目的以外に使用し
ていますか。

はい　・　いいえ
・該当なし

　各積立資産をそれぞれの積立目的以外に使用する場合
は、事前に市長協議（社会福祉法人の場合は理事会の承
認）が必要です。

府子本第254号通
知1(6)

　右のいずれかの積立資
産を積み立てています
か。

0

項目
（府子本254号通知別表3）

①子育て支援事業を実施する施設の建物、設備の整備・
修繕、環境の改善及び土地の取得等に要する経費

寄附金等※【Ｂ】

はい　・　いいえ
・該当なし

②上記①の経費に係る借入金(利息部分を含む）
の償還又は積立のための支出

合計

0

0

①保育所等の建物、設備の整備・修繕、環境の
改善、土地の取得等に要する経費

②保育所等の土地又は建物の賃借料

③上記①、②の経費に係る借入金(利息部分を含
む。）の償還

④保育所等を経営する事業に係る租税公課

決算額【Ａ】
補助金【Ｃ】

0

0

0

0

弾力運用額
【Ａ】－【Ｂ】－

【Ｃ】

　次の表を記入してくだ
さい。

弾力運用額
【Ａ】－【Ｂ】－

【Ｃ】補助金【Ｃ】寄附金等※【Ｂ】
決算額【Ａ】

左の決算額の財源内訳項目
（府子本254号通知別表5）

はい　・　いいえ

　弾力運用の合計額は、
委託費の３カ月分相当額
の範囲となっています
か。

《第三要件》
　同一の設置者が設置す
る保育所等及び同一の設
置者が実施する子育て支
援事業の経費に充当する
弾力運用

　前期末支払資金残高を
取崩していますか。

２　前期末支払資金残高の取
扱い

府子本第254号通
知1(5)

0

　委託費総額（賃金改善要件分を除く。）を記載してくだ
さい。

はい　・　いいえ
・該当なし

左の決算額の財源内訳

府子本第254号通
知3(1)(2)

《第三要件》
　次年度以降の当該保育
所の経費に充てるための
積立

　上記1(2)の《第一要件》、《第二要件》及び《第三要
件》のうち、１つでも満たしていないものがある。

　上記1(2)の《第一要件》、《第二要件》及び《第三要
件》を全て満たしている。

　事前に理事会の承認を
得ていますか。

はい　・　いいえ

①保育所



根拠法令等自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント

(3) ⇒ 該当する項目に○をつけてください。

①

② 　当該保育所を設置する法人本部の運営に要する経費

③

④

○

(4) ⇒ 市長承認日 年 月 日
○

①

②

(5)

(6) ⇒

○

３　委託費の管理・運用

(1) ○

(2) ⇒

① 当該法人の経営上やむを得ない場合

② 当該年度内に限ること

(3)

　②の法人本部の運営に要する経費として支出できる対象
経費は、当該保育所設置法人の事務費であって、社会福祉
法人会計基準に定める本部拠点区分資金収支計算書及び社
会福祉事業区分資金収支内訳表の本部拠点区分の勘定科目
大区分「人件費支出」及び「事務費支出」に相当する経費
とし、いずれも保育所の運営に関する経費に限り認められ
るものです。なお、「事務費支出」には、会計監査人の設
置に要する費用を含めて差し支えありません。また、役員
報酬については対象経費として差し支えありませんが、役
員報酬規程等を整備した上で、勤務形態に即して支給して
いるものとしてください。

府子本第256号通
知問13

府子本第254号通
知4(1)

　委託費収入の30％を超える当期末支払資金残高を有する
場合には、将来発生が見込まれる経費を積立預金として積
み立てるなど、長期的に安定した経営が確保できるような
計画を作成してください。

はい　・　いいえ

　自然災害その他やむを得ない事由によりその取り崩し
を必要とする場合

はい　・　いいえ

府子本第254号通
知4(2)

　当期末支払資金残高
は、当該年度の委託費収
入の30％を超えていませ
んか。

　保育所経理区分の資金収支計算書から当期末支払資金残
高と委託費収入を転記してください。

金額（円）

　なお、以下の①②のいずれかに該当する場合は、市長の
承認は必要ありません。

比率（％）
【Ｂ】／【Ａ】

　事前に市長の承認を得
ていますか。

はい　・　いいえ

　委託費の同一法人内の
各施設拠点区分、本部拠
点区分又は収益事業等の
事業区分に対して、貸付
を行っていますか。

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ　法人外部に対して、貸
付を行っていませんか。

　人件費、光熱水料等通常経費の不足分を補てんしたこ
とによる資金不足額（当年度資金収支計算書の当期資金
収支差額合計がマイナス）

　株式投資や商品取引等リスクが大きいものは認められま
せん。

　同一法人内の貸付は、以下の要件を満たす場合に認めら
れます。

区分

当該年度の委託費収入決算額【Ａ】

当期末支払資金残高【Ｂ】

　同一の設置者が設置する社会福祉法第２条に定める第
１種社会福祉事業及び第２種社会福祉事業並びに子育て
支援事業の運営、施設設備の整備等に要する経費

　同一の設置者が運営する公益事業（子育て支援事業を
除く）の運営、施設設備の整備等に要する経費

　充当先は、当該施設の
人件費、光熱水料等通常
経費の不足分を補てんし
たことによる資金不足額
となっていますか。

　同一法人内における各施設拠点区分、本部拠点区分又は
収益事業等の事業区分以外への貸付は一切認められませ
ん。

　委託費の管理運用につ
いては、銀行、郵便局等
への預貯金等安全かつ換
金性が高い方法で行って
いますか。

はい　・　いいえ

　充当先は、右に掲げる
①～④の経費となってい
ますか。

はい　・　いいえ

　取り崩す額の合計額がその年度の取崩しを必要とする
施設に係る拠点区分の事業活動収入計（予算額）の３％
以下である場合

①保育所



根拠法令等自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント

４　積立

(1) ⇒

(1) ⇒

◎収支計算分析表提出日 年 月 日

①

②

③

その内容を記載してください。

④ 　４(1)における比率が５％を超えている場合

はい　・　いいえ
・該当なし

　１(3)による弾力運用合計額が改善基礎分を超え
ている場合

0

比率（％）
【Ｂ】／【Ａ】

５　委託費の経理に係る指導
監査

　収支計算分析表の提出日及びその要件について記載して
ください。

府子本第254号通
知5(2)

はい　・　いいえ

金額（円）

府子本第254号通
知5(2)

　委託費に係る各種積立
資産への積立支出及び当
該資金収支差額合計が、
当該施設に係る拠点区分
の事業活動収入計（決算
額）の５％を超えていま
せんか。

　収支計算分析表を適切
に提出していますか。

当期合計額（①＋②）【Ｂ】

区分

当該年度の事業活動収入計決算額【Ａ】

当期資金収支差額　②

　保育所に係る拠点区分から、「１委託費の使途範
囲」から「４委託費の管理・運用」までに定める以
外の支出が行われている場合

　１(4)による弾力運用合計額が改善基礎分を超え
ている場合又は１(5)による弾力運用合計額が委託
費の３か月分に相当する額を超えている場合

　拠点区分（サービス区分）資金収支計算書から転記して
ください。

当期積立金積立資産支出金額　①

①保育所



（※上記通知により示された勘定科目）

人件費
　(1)　職員給料支出
　(2)　職員賞与支出
　(3)　非常勤職員給与支出
　(4)　派遣職員費支出
　(5)　退職給付支出

　(6)　法定福利費支出

事務費
　(1)　福利厚生費支出

　(2)　職員被服費支出
　(3)　旅費交通費支出
　(4)　研修研究費支出
　(5)　事務消耗品費支出
　(6)　印刷製本費支出
　(7)　水道光熱費支出
　(8)　燃料費支出
　(9)　修繕費支出

　(10)　通信運搬費支出

　(11)　会議費支出
　(12)　広報費支出
　(13)　業務委託費支出

　(14)　手数料支出
　(15)　保険料支出

　(16)　賃借料支出
　(17)　保守料支出
　(18)　雑支出

事業費
　(1)　給食費支出

　(2)　保健衛生費支出
　(3)　保育材料費支出
　(4)　水道光熱費支出
　(5)　燃料費支出
　(6)　消耗器具備品費支出

　(7)　保険料支出
　(8)　賃借料支出
　(9)　車両費支出
　(10)　雑支出

○委託費の使途範囲である「人件費、管理費、事業費」について（府子本第255号通知２）

２ 府子本第254号通知の１の(2)において「人件費、管理費又は事業費」とは、保育所を経営する事業に係る経費であって、
「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」（平成28年３月31日雇児総発0331第７
号、社援基発0331第２号、障障発0331第２号、老総発0331第４号、平成30年３月20日最終改正）に定める別紙「社会福祉法人会
計基準の適用上の留意事項」中、別添３の「資金収支計算書勘定科目の説明」において「事業活動による支出」に設けられてい
る科目のうち、府子本第254号通知別表６の収支計算分析表において、それぞれ人件費支出、事務費支出及び事業費支出として
掲げた科目を指す。

科目 説明

常勤職員に支払う俸給・諸手当をいう。
常勤職員に支払う賞与をいう。
非常勤職員に支払う俸給・諸手当及び賞与をいう。
派遣会社に支払う金額をいう。
退職共済制度など、外部拠出型の退職手当制度に対して法人が拠出する掛金額および退職手当と
して支払う金額をいう。
法令に基づいて法人が負担する健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等の支出をいう。

役員・職員が福利施設を利用する場合における事業主負担額、健康診断その他福利厚生のために
要する法定外福利費をいう。
職員に支給又は貸与する白衣、予防衣、診察衣、作業衣などの購入、洗濯等の支出をいう。
業務に係る役員・職員の出張旅費及び交通費（ただし、研究、研修のための旅費を除く）をいう。
役員・職員に対する教育訓練に直接要する支出(研究・研修のための旅費を含む）をいう。
事務用に必要な消耗品及び器具什器のうち、固定資産の購入に該当しないものの支出をいう。
事務に必要な書類、諸用紙、関係資料などの印刷及び製本に要する支出をいう。
事務用の電気、ガス、水道等の支出をいう。
事務用の灯油、重油等の燃料（車輌費で計上する燃料費を除く）をいう。
建物、器具及び備品等の修繕又は模様替の支出をいう。ただし、建物、器具及び備品を改良し、耐
用年数を延長させるような資本的支出を含まない。
電話、電報、ファックスの使用料、インターネット接続料及び切手代、葉書代その他通信・運搬に要す
る支出をいう。
会議時における茶菓子代、食事代等の支出をいう。
施設及び事業所の広告料、パンフレット・機関誌・広報誌作成などの印刷製本費等に要する支出をいう。
洗濯、清掃、夜間警備及び給食（給食材料費を除く）など施設の業務の一部を他に委託するための
支出（保守料を除く）をいう。必要に応じて検査委託、給食委託、寝具委託、医事委託、清掃委託な
ど、小区分で更に細分化することができる。
役務提供にかかる支出のうち、業務委託費以外のものをいう。
生命保険料および建物、車輌運搬具、器具及び備品等にかかる損害保険契約に基づく保険料をい
う。ただし、福利厚生費に該当するものを除く。
固定資産に計上を要しない器機等のリース料、レンタル料をいう。
建物、各種機器等の保守・点検料等をいう。
事務費のうち他のいずれにも属さない支出をいう。

食材及び食品の支出をいう。なお、給食業務を外部委託している施設又は事業所にあっては、材料
費を計上すること。
利用者の健康診断の実施、施設内又は事業所内の消毒等に要する支出をいう。
保育に必要な文具材料、絵本等の支出及び運動会等の行事を実施するための支出をいう。
利用者に直接必要な電気、ガス、水道等の支出をいう。
利用者に直接必要な灯油、重油等の燃料費（車輌費で計上する燃料費を除く）をいう。
利用者の処遇に直接使用する介護用品以外の消耗品、器具備品で、固定資産の購入に該当しない
支出をいう。
利用者に対する生命保険料及び損害保険料をいう。
利用者が利用する器具及び備品等のリース料、レンタル料をいう。
乗用車、送迎用自動車、救急車等の燃料費、車輌検査等の支出をいう。
事業費のうち他のいずれにも属さない支出をいう。



Ⅱ　特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム個別項目

1 資金の運用等

(1) 資金の運用

ア ○

①

②

③

(2) 　資金の繰入れ

ア ⇒

⇒

【指定介護保険サービス事業以外の事業への繰入れ】

⇒

(3) 　資金の積立て等

ア ○

イ ○

⇒

⇒

(4) 　資金の繰替使用

ア ○

　法人外への資金の
流出（貸付を含む）

　高額な役員報酬な
ど実質的な剰余金の
配当と認められる経
費

　他の社会福祉事業又は
公益事業に対し、資金を
繰り入れていますか。

　「はい」と回答した場合、該当の項目に○をつけ、金額
を記入してください。

はい　・　いいえ

当期資金収支差額合計

自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等
【確認資料】

　収入を以下の経費に充
てていませんか。

　施設に帰属する収入を左記①～③に係る経費に充当する
ことはできません。

繰越金等取扱い通
知第2・2

はい　・　いいえ

　収益事業に要する
経費

繰越金等取扱い通
知第2・3(1)

【介護保険法第２３条に規定する指定介護保険サービス事
業への繰入れ】

当期末支払資金残高

事業活動資金収支差額

　当該事業所経理区分の資金収支計算書から転記してく
ださい。

　当該事業所経理区分の資金収支計算書から転記してく
ださい。

　次期繰越活動増減差額
に余剰が生じる場合に
は、将来の特定の目的の
ために、積立金を積み立
てていますか。

　当該事業所経理区分事業活動計算書の次期繰越活動増減
差額に余剰が生じる場合には、安定的な経営の確保及び財
務状況の透明性の確保の向上を図る観点から、事業計画を
作成の上、その範囲内で将来の特定の目的のために、積立
金を積み立てるよう努めなければなりません。

繰越金等取扱い通
知第2・3(2)

　事業所経理区分におけ
る資金収支及び事業活動
収支について、健全な運
営に必要な額以上の収支
差額が生じていません
か。

　会計年度における事業活動収支及び資金収支は、長期的
かつ継続的な事業運営の確保に留意しつつ、収入、支出の
均衡を図り、施設の健全な運営に必要な額以上の収支差額
を生じないようにしなければなりません。

繰越金等取扱い通
知第2・4(1)イ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ
・該当なし

　当該事業所経理区分の資金収支計算書から転記してくだ
さい。

当期資金収支差額合計

当期活動増減差額

　他の社会福祉事業又は
公益事業若しくは収益事
業（介護保険法第２３条
に規定する指定介護保険
サービス事業を除く）に
対し、会計年度をまたい
で貸付けをしていません
か。

上以外への貸付 必要 必要

はい　・　いいえ
・該当なし

　当該事業所経理区分の事業活動計算書から転記してくだ
さい。

繰越金等取扱い通
知第2・3(4)

一時的な繰替使用
であること

貸付けた資金が当
該年度内に補てん
されること

指定介護保険サー
ビスへの貸付

必要 －

　他の社会福祉事業又は公益事業若しくは収益事業に対
し、資金を貸し付ける場合には、以下の要件を満たす必要
があります。

②特養・軽費老人ホーム・介護保険サービス



Ⅱ　障害者支援施設個別項目

1 資金の運用等

(1) 　資金の運用
ア ○

①

②

③

(2) 　資金の繰入れ等

ア ⇒

⇒

【指定障害福祉サービス事業以外の事業への繰入れ】

⇒

イ ○

⇒

⇒

(3) 　資金の繰替使用

ア ○

・ 一時的な繰替使用であること

・ 貸付けた資金が当該年度内に補てんされること

　他の社会福祉事業又は公益事業若しくは収益事業に対
し、資金を貸し付ける場合には、以下の要件を満たす必要
があります。

　法人外への資金の
流出（貸付を含む）

　他の社会福祉事業又は
公益事業に対し、資金を
繰り入れいますか。

　「はい」と回答した場合、該当の項目に○をつけ、金額
を記入してください。

はい　・　いい
え

当期資金収支差額合計

　事業所経理区分におけ
る資金収支及び事業活動
収支について、健全な運
営に必要な額以上の収支
差額が生じていません
か。

　会計年度における事業活動収支及び資金収支は、長期的
かつ継続的な事業運営の確保に留意しつつ、収入、支出の
均衡を図り、施設の健全な運営に必要な額以上の収支差額
を生じないようにしなければなりません。

はい　・　いい
え

自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等
【確認資料】

　収入を以下の経費に充
てていませんか。

　施設に帰属する収入を左記①～③に係る経費に充当する
ことはできません。

移行時積立金等
取扱い通知第2・
2

はい　・　いい
え

　収益事業に要する
経費

移行時積立金等
取扱い通知第2・
3(1)

【指定障害福祉サービス事業への繰入れ】

　高額な役員報酬な
ど実質的な剰余金の
配当と認められる経
費

当期末支払資金残高

事業活動資金収支差額

　当該事業所経理区分の資金収支計算書から転記して
ください。

　当該事業所経理区分の資金収支計算書から転記して
ください。

移行時積立金等
取扱い通知第2・
4(1)イ

当期資金収支差額合計

　当該事業所経理区分の資金収支計算書から転記してくだ
さい。

当期活動増減差額

　当該事業所経理区分の事業活動計算書から転記してくだ
さい。

　他の社会福祉事業又は
公益事業若しくは収益事
業に対し、会計年度をま
たいで貸付けをしていま
せんか。

移行時積立金等
取扱い通知第2・
3(2)

はい　・　いい
え　・該当なし

③障害者支援施設・障害福祉サービス



Ⅱ　養護老人ホーム・母子生活支援施設

(1) 　運営費等の使途範囲

ア ○

○

⇒ 　該当する内容に○をつけてください。

　以下の弾力運用を実施している。

・

・

・

・

⇒ (2)第一、第二及び第三要件を記入し、(3)を記入

　以下の弾力運用を実施している。

・

・

・

・

⇒ (2)第一、第二、第三及び第四要件を記入し、(4)を記入

(2) 　弾力運用の要件

1

2

　民間施設給与改善費の管理費加算額の範囲内で、同一
法人が運営する措置費(運営費)等補助対象施設及び在宅
福祉事業を行うための施設の建物、設備の整備・修繕、
環境の改善費等に要する経費（借入金の元利償還を含
む）に充てている。

はい　・　いいえ

　「社会福祉法人指導監査要綱の制定について」（平成29
年4月27日付け厚労省雇用均等・児童家庭局長通知）及び関
係法令等に基づく指導において、適正な法人運営が確保さ
れていると認められること。

　運営費等の区分に関わらず、当該施設の人件費、管理
費又は事業費に充てている。

　長期的に安定した施設経営を確保するため、運営費等
を人件費積立金、修繕積立金又は備品等購入積立金に積
み立て、次年度以降の当該施設の経費に充てている。

　事務費相当額から生じるであろう運用収入（当該年度
のサービス区分の収入決算額の事務費相当額を年間を通
じて預け入れた場合に生じるであろう預貯金の利息収
入）を法人本部の運営費及び同一法人が運営する措置費
(運営費)等補助対象施設及び在宅福祉事業を行うための
施設の建物、設備の整備・修繕、環境の改善費等に要す
る経費（借入金の元利償還を含む）に充てている。

　運営費等の区分に関わらず、当該施設の人件費、管理
費又は事業費に充てている。

　長期的に安定した施設経営を確保するため、運営費等
を人件費積立金又は施設整備等積立金に積み立て、次年
度以降の当該施設の経費に充てている。

　「老人福祉施設に対する指導監査について」（平成12年5
月12日老発第481号）、「児童福祉行政指導監査の実施につ
いて」（平成12年4月25日児発第471号）等、運営費運用指
導局長通知別表１に掲げる関係通知に基づく当該施設の監
査において、適正な施設運営が確保されていると認められ
ること。

　民間施設給与改善費加算額の範囲内で、同一法人が運
営する社会福祉施設等の整備等に係る経費として借り入
れた（独行）福利医療機構等からの借入金の償還金及び
その利息に充てている。

根拠法令等
【確認資料】

　運営費（措置費）（以下「運営費等」）に係る人件費、
管理費、事業費それぞれの使途範囲は、本来、施設の運営
に必要な人件費、管理費、事業費のそれぞれに限定されて
いますが、(2)の要件のもと弾力運用が認められています。

運営費運用指導局
長通知3

　運用収入（預貯金の利息収入）を法人本部の運営費及
び同一法人が運営する第一種及び第二種社会福祉事業並
びに公益事業の運営に要する経費に充てている。

はい　・　いいえ

　新設法人が弾力運用を行うためには、概ね２年間程度資
金計画及び償還計画を着実に履行し、監査指導等において
も問題となる事由がなく適正な法人運営が確保されている
と判断されている必要があります。

１　運営費（措置費）の弾力
運用

　運営費（措置費）の弾
力運用を行っています
か。

自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント

《第一要件》
次の要件を満たしていま
すか。

はい　・　いいえ

《第二要件》
次の要件を満たしていま
すか。

運営費運用指導局
長通知1

④養護老人ホーム・母子支援施設



根拠法令等
【確認資料】

自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント

3

4

①

⇒ 苦情内容・解決結果の公表手段を記入してください。

②

⇒ 第三者評価の結果の公表手段を記入してください。

(3)

ア

（弾力運用）

イ ○

⇒ 　使用計画の写しを添付してください。

ウ ⇒

◎市長承認日 年 月 日

エ 民間施設給与等改善費（管理費）加算額 弾力運用額①

円 ≧ 円 ok

はい　・　いいえ

《第四要件》
次の要件を満たしていま
すか。

はい　・　いいえ
・該当なし

　利用者本位のサービス提供のため、毎年度、次の①又は
②が実施されていること。

はい　・　いいえ
・該当なし

はい　・　いいえ
・該当なし

　「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する
苦情解決の仕組みの指針について」（平成12年6月7日障
第452号ほか）により、入所者等に対して苦情解決の仕
組みが周知されており、第三者委員を設置して適切な対
応を行っているとともに、入所者等からのサービスに係
る苦情内容及び解決結果の定期的な公表を行うなど、利
用者の保護に努めていること。

　社会福祉法人会計基準に基づく財産目録、貸借対照表及
び収支計算書が公開されていること。

　「「福祉サービス第三者評価事業に関する指針につい
て」の全部改正について」（平成26年4月1日雇児発0401
第12号ほか）に基づき、第三者評価を受審し、その結果
についても公表を行い、サービスの質の向上に努めてい
ること。

はい　・　いいえ

運営費運用指導課
長通知問4

《第三要件》
次の要件を満たしていま
すか。

運営費運用指導課
長通知問3

　上記表①の積立金を弾
力運用により積立てた場
合、使用計画を作成して
いますか。

　積立金を積み立てる場合には、使用計画を作成した上で
積立てなければなりません。

運営費運用指導課
長通知問5の1(3)

　上記表①の弾力運用に
より積み立てていた積立
金について、積立目的以
外に使用していません
か。

　「いいえ」と回答した場合、事前に市長の承認を得る必
要があります。

運営費運用指導課
長通知問5の1(3)

　上記表②の弾力運用額
について、民間施設給与
等改善費の管理費として
加算された額の範囲内と
なっていますか。

運営費運用指導課
長通知問5の1(1)0

①人件費積立金、修繕積立金及び備品等購入積立金

②同一法人が運営する措置費(運営費)等補助対象施設及
び在宅福祉事業を行うための施設の建物、設備の整備・
修繕、環境の改善費等に要する経費（借入金の元利償還
を含む）

弾力運用額
【Ａ】－【Ｂ】－

【Ｃ】

0

　３要件を満たす場合の
弾力運用等

　次の表を記入してくだ
さい。

決算額【Ａ】
運用収入【Ｂ】

寄附金、補助金その
他の財源【Ｃ】

左の決算額の財源内訳

項目

0

0

0

000

③施設の整備等に係る経費及び法人本部の運営に要する
経費

合計

※「措置費(運営費)等補助対象施設及び在宅福祉事業を行うための施設」については、運用指導課長通知問５を参照してく
ださい。

④養護老人ホーム・母子支援施設



根拠法令等
【確認資料】

自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント

オ ⇒

円 ≧ 円 ok

（前期末支払資金残高の取崩し）

カ ⇒ 「はい」の場合、キ、クに進んでください。

キ ⇒ ◎ 市長承認日 年 月 日
※

①

②

ク ① 　当該施設の人件費、光熱水料等通常経費の不足分

②

(4)

ア

※「同一法人が運営する社会福祉施設等」については、運用指導局長通知別表３を参照してください。

（弾力運用）

イ ○

⇒ 　使用計画の写しを添付してください。

ウ ⇒

◎理事会承認日 年 月 日

　
（エ 民間施設給与等改善費加算額 弾力運用額②

円 ≧ 円 ok

はい　・　いいえ
・該当なし

はい　・　いいえ
・該当なし

はい　・　いいえ
・該当なし

はい　・　いいえ
・該当なし

　上記表③に充てている
運用収入額は、事務費
（人件費及び管理費）相
当額から生じるであろう
運用収入額の範囲となっ
ていますか。

　充当額は当該年度のサービス区分の収入決算額の事務費
（人件費及び管理費）相当額から生じるであろう運用収入
の範囲とする必要があります。

運営費運用指導課
長通知問5の1(2)

運用収入（事務費）相当額

0

　充当先は、右に掲げる
①②の経費となっていま
すか。

　当該施設の建物の修繕及び業務省力化機器の設備の整備
等経費

　前期末支払資金残高を
取崩していますか。

運営費運用指導課
長通知問5の2

　事前に市長協議をして
いますか。 以下に該当する場合は、市との事前協議は不要です。

　自然災害その他やむを得ない事由によりその取り崩し
を必要とするもの場合

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ
・該当なし

運営費運用指導局
長通知3(2)

　上記表①の弾力運用に
より積み立てていた積立
金について、積立目的以
外に使用していません
か。

　「いいえ」と回答した場合、事前に理事会の承認を得る
必要があります。

運営費運用指導局
長通知3(2)

はい　・　いいえ
・該当なし

　上記表①の積立金を弾
力運用により積立てた場
合、使用計画を作成して
いますか。

　積立金を積み立てる場合には、使用計画を作成した上で
積立てなければなりません。

　上記表②の弾力運用額
について、民間施設給与
等改善費として加算され
た額の範囲内となってい
ますか。

運営費運用指導局
長通知3(3)0

0

決算額【Ａ】

左の決算額の財源内訳

運用収入【Ｂ】
寄附金、補助金その

他の財源【Ｃ】

0

0

　４要件を満たす場合の
弾力運用等

　取り崩す額の合計額がその年度の取崩しを必要とする
施設に係る拠点区分の事業活動収入計（予算額）の３％
以下である場合

　次の表を記入してくだ
さい。

弾力運用額
【Ａ】－【Ｂ】－

【Ｃ】

0

00 0 0

項目

①人件費積立金、施設整備等積立金

②同一法人が運営する社会福祉施設等の整備等に係る経
費として借り入れた（独行）福祉医療機構等からの借入
金の償還金及びその利息

③法人本部の運営に要する経費

④同一法人が行う第一種及び第二種社会福祉事業並びに
公益事業の運営に要する経費

合計

④養護老人ホーム・母子支援施設



根拠法令等
【確認資料】

自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント

オ ⇒

円 ≧ 円 ok

（前期末支払資金残高の取崩し）

カ ⇒ 「はい」の場合、キ、クに進んでください。

キ ⇒ ◎ 理事会承認日 年 月 日

ク ① 　当該施設の人件費、光熱水料等通常経費の不足分

② 　法人本部の運営に要する経費

③

2 その他の事項

(1)

ア ◎

○

(2) 　運営費の管理・運用

ア ○

イ ○

①

②

③

ウ ○ 　法人外部への貸付は一切認められません。

　当期末支払資金残高の
保有額

　運営費の同一法人内の他の経理区分への貸付は、当該法
人の経営上やむを得ない場合に当該年度内に限って認めら
れます。

＊経営上やむを得ない場合とは、具体的に次のような場合とな
ります。

　当該法人内の収益事業において、一時的な資金不足が生
じた場合

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ
・該当なし

はい　・　いいえ
・該当なし

はい　・　いいえ
・該当なし

　上記表②③④に充てて
いる運用収入額は、運用
収入額決算額の範囲と
なっていますか。

　充当額は当該年度のサービス区分の収入決算額の事務費
（人件費及び管理費）相当額から生じるであろう運用収入
の範囲とする必要があります。

運営費運用指導局
長通知3(4)

運用収入（事務費）相当額

0

　前期末支払資金残高を
取崩していますか。

運営費運用指導局
長通知4

　事前に理事会の承認を
受けていますか。

　充当先は、右に掲げる
①②③の経費となってい
ますか。

　同一法人が運営する第１種及び第２種社会福祉事業並び
に公益事業の運営に要する経費

はい　・　いいえ

　当施設経理区分の資金
収支計算書の当期末支払
資金残高、当該年度の運
営費等収入の30％以下と
なっていますか。

　当該施設経理区分の資金収支計算書から運営費等収入額
と当期末支払資金残高を転記してください。

運営費運用指導局
長通知4

区分 金額（円）
比率（％）

【Ｂ】／【Ａ】

当該年度の運営費等収入決算額
【Ａ】

当期末支払資金残高
【Ｂ】

　委託費収入の30％を超える当期末支払資金残高を有する
場合には、将来発生が見込まれる経費を積立預金として積
み立てるなど、長期的に安定した経営が確保できるような
計画を作成してください。

　運営費の管理・運用に
ついて、安全確実かつ換
金性の高い方法によって
いますか。

　銀行等への預貯金等安全確実かつ換金性の高い方法によ
り管理・運用してください。

運営費運用指導局
長通知5(1)

　運営費を同一法人内の
各サービス区分、各拠点
区分及び各事業区分に対
し、会計年度をまたいで
資金貸借していません
か。

運営費運用指導局
長通知5(2)

運営費運用指導課
長通知問13　当該法人内の他のサービス区分のにおいて補助金収入

（措置費を含む）の遅れ等により、資金不足を生じた場合

はい　・　いいえ
・該当なし

　当該法人内のサービス区分において都道府県補助金収入
が予定より遅れたため、資金不足を生じた場合

　運営費を法人外部へ貸
し付けていませんか。

運営費運用指導局
長通知5(2)

はい　・　いいえ

④養護老人ホーム・母子支援施設


